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議員定数を定める条例の
　　　　　一部改正案を否決否決    
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議員定数を定める条例の一部改正につい
て（3/19） × × ○ × × × ○ × × ○ × ○ 否決

議長は採決に加わりません　○：賛成　×：反対
議 員 の 賛 否

３月定例会に提出の「清水町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定について」（議員提出議案第１号）
は、定例会最終日の３月19日に審議を行い、採決の結果、賛成４名反対８名で否決されました。（各議員の賛否は下段の
とおり）

議員定数については、議長からの諮問に対し議会運営委員会で検討し答申された内容（詳細は議会だより184号に掲載）
である、現行の13名から２名削減し11名とすることが適当である。
　ついては、次期改選期である令和９年１月の通常選挙から実施するため、本条例改正議案を提出するものである。

３年前の選挙の際、町民の皆様から議員定数を減らしてほしいという声を多く聞いた。そ

の声を重く受けとめ、当選後最初の全員協議会で定数削減を議論したいと発言した。定数は議

会のあり方そのものに関わる問題である。だからこそ町民の声に真正面から向き合い、結論を

出すべきだと考える。

　他自治体の状況も調べたところ、空知管内のある町は人口 9,900 人以上で議員定数 12 人であり削減後も支

障ないとのことであった。また、人口 1 万 4,000 人以上で定数 12 人の町の議員から「議員が多すぎる」との

指摘もあり、議会が機能している実態を確認した。

　清水町議会運営委員会においても、定数を２名削減しても委員会運営できる案が示されており、工夫により

支障は出ないと考える。町民との意見交換会のアンケートでは賛成 17、反対 16 と賛否が分かれたが、議会は

根拠と実態に基づいて判断し、町民に説明できる結論を出す責任がある。人口減少が進み、議員 1 人あたりの

人口数も減っている中、定数を２名削減することが適当であると考える。（一部抜粋）

改正後 改正前

地方自治法（昭和22年法律第67号）第91条第１項の　　
　規定に基づき、清水町議会の議員の定数は11人とする。

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第91条第１項の　　
　規定に基づき、清水町議会の議員の定数は13人とする。

提 出 さ れ た 議 案 の 内 容

提 案 理 由 の 説 明
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提案理由

提案者：只野敏彦議員 賛成者：西山輝和議員　深沼達生議員
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討論
　討論とは、議会の会議において、表決の前に議題となっている
案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することを言いま
す。その討論の内容も踏まえて、採決に進みます。

定数削減は住民代表性の低下
や行政監視機能の弱体化を招
き、民意が反映されにくくな
る。議会の役割と地方自治の
根幹を損なうものであり、住
民の利益を害するおそれがあ
るため、本案に反対する。

反
対

川
上 均議員

定数削減のメリット・デメリ
ットは整理され、懸念はある
ものの研さんや意見交換の充
実で対応可能と考える。議論
活性化や活動の見える化も期
待されるため、答申を尊重し
本案に賛成する。

賛
成

西
山 輝和 議

員

意見交換会の民意を踏まえ、
求められているのは削減では
なく町民との対話の充実であ
り、明確な理念と成果を見据
えた議会基本条例を整えた上
で議論すべきと考えるため、
本案に反対する。

反
対

田
村 幸紀 議員

民意反映や行政のチェック機
能にも配慮しつつ検討した結
果、2 名削減し 11 人として
も工夫により議会は機能する
と判断する。人口減少の中で、
身の丈に合った議会の姿とし
て本案に賛成する。

賛
成

橋
本 晃 明 議

員

町の広さが変わらない中での
定数削減は、町民との対話の
場も狭まり意見が届きにくく
なる。実務的支援の維持にも
人数は必要であり、住民対応
の低下を招くため、本案に反
対する。

反
対

中

河つ る 子 議

員

定数削減は慎重に判断すべき
であり、議会の役割や多様性、
機能面から検討する必要があ
る。13 名は必要な人数であ
り、議論を尽くし町民と共有
した上で判断すべきため、本
案に反対する。

反
対

山
本奈 央 議

員

定数削減は議会の質向上を前
提に議論すべきだが、現状は
質疑の重複や議論の浅さなど
資質向上が不十分である。改
革の中身を先に進めるべきで
あり、数だけ減らす本提案に
反対する。

反
対

鈴
木 孝 寿 議

員

3 清水町議会だより
№185　2026年5月

議
員
提
出
議
案
第
１
号

の
議
会
中
継
は
こ
ち
ら

か
ら
←

２月３日・５日に行われた「議会報告会と町民との意見交換会」では、「議員定数と報酬」
について参加者の皆様とグループディスカッション形式で意見交換を行いました。当日
の様子やアンケート結果について、次ページでご紹介いたします。




